
R5.7 江別市建築指導課

近隣住民 建築主 江別市
中高層建築物

紛争調整委員会

建築計画の概要・連絡
先等が表示

お知らせ標識の設置
確認申請を提出しよう
とする30日前

建築計画の届出
確認申請を提出しよう
とする25日前

関係各課へ合議

意見書の確認
必要に応じ関係課と協
議

意見書の通知
関係各課からの意見を
まとめ通知

必要に応じ建築計画の
内容等についての説明
を要求

説明会等の実施

※解決が困難な場合

紛争の事前調整
・双方主張の要点確認
等
・必要に応じ関係図書
の提出、意見の聴取

※解決が困難な場合

紛争の本調整 委員会の意見

※合意が成立する見込
みがない場合

紛争調整打ち切り決定
通知

中高層建築物の建築に係る建築計画の事前公開及び紛争の調整の概要

　　　　　　当事者間の話し合いで
　　　　　　　　　解決するよう努める

紛争届出書の提出
（建築主または近隣住民もしくは双方から）

紛争調整申請書の提出
（紛争当事者間の合意により）

民事訴訟等

紛争


